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道では、広報紙などの媒体を活用した普及啓発とともに、北海道保険者協 

議会や北海道国保連合会とも連携した広報活動に取り組みます。 

 

（３）市町村に対する助言及び支援 

道では、道特別交付金を活用し、特定健診の受診率等が向上した市町村に 

対して交付金の加算を実施するなど、引き続き受診率向上の取組に対する支 

援を行うとともに、受診率が低迷する市町村に対しては、実地での助言を重 

点的に実施します。 

また、道では、北海道国保連合会と連携し、治療中の被保険者の診療情報 

のうち、本人の同意を得て、特定健診と同項目の情報を医療機関から提供を 

受けるデータ受領（みなし健診）事業により、健診受診率の向上を図るとと 

もに、健診やレセプトデータの分析に基づき、被保険者に対する的確な保健 

指導を行い、被保険者本人の行動変容による生活習慣病の予防・健康づくり 

につなげる取組を推進するため、統一スキームによる市町村の取組に対し 

て、支援を行います。 

 

（４）個人の予防・健康づくりに向けた自主的な取組、インセンティブの提供 

国においては、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供 

する取組に係るガイドライン」（平成 28年５月 18日付保発 0518第１号、厚 

生労働省保険局長通知）を示し、住民一人ひとりが自らの健康は自らがつく 

ることを意識づけるとともに、市町村においては、健診結果を分かりやすく 

提供することなど健康に対する気付きにつながる取組が求められます。 

道においては、道特別交付金を活用し、市町村で健診受診等に対してイン 

センティブを付与する取組が推進されるよう支援を行います。 

 

（５）関係団体との連携 

道では、一般社団法人北海道薬剤師会の協力を得ながら、令和３年度から 

薬局を活用した特定健診受診勧奨事業をモデル的に実施しており、令和４年 

度から普及啓発事業と一体的に実施するスキームを構築、令和５年度におい 

て対象地域を拡大し実施しており、今後、さらに対象地域の拡大を目指すと 

道では、広報紙などの媒体を活用した普及啓発とともに、北海道保険者協 

議会や北海道国保連合会とも連携した広報活動に取り組みます。 

 

（３）市町村に対する助言及び支援 

道では、道特別交付金を活用し、特定健診の受診率等が向上した市町村に 

対して交付金を助成するなど、引き続き受診率向上の取組に対する支援を行 

うとともに、受診率が低迷する市町村に対しては、実地での助言を重点的に 

実施します。 

また、生活習慣病等を治療中で、診療における検査項目に特定健診の項目 

が含まれている場合は、特定健診を実施したものと同等に扱いますが、市町 

村と医療機関の間で行う特定健診に必要な健診データの受領等について、関 

係機関の協力を得ながら調整を行う取組に対して、支援を行います。 

 

 

 

 

（４）個人の予防・健康づくりに向けた自主的な取組、インセンティブの提供 

国においては、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供 

する取組に係るガイドライン」（平成 28年５月 18日付保発 0518第１号、厚 

生労働省保険局長通知）を示し、住民一人ひとりが自らの健康は自らがつく 

ることを意識づけるとともに、市町村においては、健診結果を分かりやすく 

提供することなど健康に対する気付きにつながる取組が求められます。 

道においては、道特別交付金を活用し、市町村で健診受診等に対してイン 

センティブを付与する取組が推進されるよう支援を行います。 

 

（５）関係団体との連携 

平成 28年５月に公益社団法人国民健康保険中央会が取りまとめた特定健診 

実施状況調査結果によると、受診率向上に寄与した取組として、特定健診未 

受診者に対する個別勧奨のほか、かかりつけ医等による勧奨もあげられてい 

ることから、道では北海道医師会など関係団体からの協力を得られるよう協 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和に伴う修正 
 
 
 
 
○令和５年度からの統一スキ
ームによるデータ受領事業の
開始を反映した修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○薬局受診勧奨事業等の取組
を反映した修正 
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ともに、市町村が行う特定健診の各種啓発や、データ受領等の事業との連携 

についても検討を進めます。 

   また、地域の商工会や農協・漁協など被保険者が所属している団体の協力 

を得て、市町村における未受診者に対する受診勧奨を支援します。 

 

２ 保健事業実施計画＊の策定及び推進 

 

市町村が保健事業実施計画（以下「データヘルス計画」という。）を策定す 

ることで、医療機関を受診している被保険者の疾病状況等を把握するなど、優 

先的に取り組むべき健康課題を浮かび上がらせ、限りある人的資源がより効果 

的に投入されることが期待されます。 

道は、北海道国保連合会と連携して、市町村の計画の策定及び評価に当たっ 

ては、国保データベース及び健康・医療情報データベースを活用した市町村支 

援を行い、市町村保健師等の事務の効率化を図るととともに、生活習慣病の発 

症予防や重症化予防などの取組が充実するよう助言します。 

 

３ 生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の取組 

 

本道における 40～74歳のメタボリックシンドローム＊の該当者は、特定健康 

診査の受診結果から推計すると、約 45万人(男性約 34万人、女性約 11万人)、 

その予備群は約 30万人(男性約 22万人、女性約８万人)で、合わせて約 75万人 

となり、男性では 2.3人に１人、女性では８人に１人の割合に達すると推計さ 

れます。 

こうした糖尿病や高血圧症脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症へ 

の進行の予防に重点を置き、生涯にわたって生活の質を維持していくことが重 

要です。 

 生活習慣病に対処するためには、二次予防（健康診査等による疾病の早期発 

見及び早期治療）及び三次予防（疾病が発症した後、必要な治療を受け、心身 

機能の維持及び回復を図ること）に加え、一次予防（生活習慣を改善して健康 

を増進し、疾病の発症を予防すること）を重視し、青年期・壮年期世代への生 

議を行います。 

 

また、地域の商工会や農協・漁協など被保険者が所属している団体の協力 

を得て、市町村における未受診者に対する受診勧奨を支援します。 

 

２ 保健事業実施計画＊の策定及び推進 

 

市町村が保健事業実施計画（以下「データヘルス計画」という。）を策定す 

ることで、医療機関を受診している被保険者の疾病状況等を把握するなど、優 

先的に取り組むべき健康課題を浮かび上がらせ、限りある人的資源がより効果 

的に投入されることが期待されます。 

道は、北海道国保連合会と連携して、今後すべての市町村において計画が策 

定されるよう支援するほか、計画の推進に当たっては、国保データベースの有 

効活用などにより、生活習慣病の発症予防や重症化予防などの取組が充実する 

よう助言します。 

 

３ 生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の取組 

 

北海道の医療費の動向を見ると、入院・入院外ともに、循環器系の疾患が上 

位を占めることなどから、生活習慣病対策の充実について、重点的に取り組み 

ます。 

 

 

 

 

 

生活習慣病に対処するためには、二次予防（健康診査等による疾病の早期発 

見及び早期治療）及び三次予防（疾病が発症した後、必要な治療を受け、心身 

機能の維持及び回復を図ること）に加え、一次予防（生活習慣を改善して健康 

を増進し、疾病の発症を予防すること）を重視し、青年期・壮年期世代への生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○健康・医療情報データベー
スの構築・運用に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和による修正 
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活習慣病の改善に向けた働きかけや、更には小児期からの健康な生活習慣づく 

りにも配慮した取組が求められます。 

 また、二次予防や三次予防に係る取組を行うに際しては医療機関からの協力 

を得ることが必要であり、日ごろから医師会等と情報提供や意見交換を行うな 

ど、連携を取れる関係を構築することが重要です。 

市町村においては、データヘルス計画に基づき行う生活習慣病の発症予防と 

重症化予防を着実に推進することが必要です。 

 

（１）一次予防対策 

肥満は、がんや循環器疾患、糖尿病等の多くの生活習慣病と関連があり、食 

生活や身体活動の生活習慣の改善により適正体重を維持し、健康を増進するこ 

とが重要です。 

また、適切な量と質を確保した食生活の実践等による適正体重の維持や日常 

における年間を通じた運動量の確保や運動習慣の定着のための対策のほか、運 

動の必要性や効果、具体的な運動方法などについて、情報提供を積極的に行う 

などの取組が実施されるよう、道では次のとおり支援を行います。 

ア 北海道国保連合会による保健推進員に対する研修会の実施を支援するほ 

か、北海道版食事バランスガイドを活用してバランスの取れた食事の普及 

啓発の取組を進めます。 

イ 運動については、市町村等と連携して、その必要性とともに、歩行や体  

操、冬季でも気軽にできるノルディックウォーキング＊などの普及啓発の 

取組を進めます。 

ウ 高齢者に関しては、インフルエンザや肺炎に罹患することで症状が重篤 

 化する可能性が高いことから、予防接種を受けることが重要であり、予防 

接種が進むよう普及啓発や市町村における実施に関する支援を行います。 

 

（２）二次予防対策 

健診によって異常が認められる場合には、速やかに医療機関への受診が必 

要な場合があります。被保険者に対する受診勧奨を円滑に行うため、市町村 

においては、健診結果を分かりやすくする工夫を行ったり、健診結果を個別 

活習慣病の改善に向けた働きかけや、更には小児期からの健康な生活習慣づく 

りにも配慮した取組が求められます。 

また、二次予防や三次予防に係る取組を行うに際しては医療機関からの協力 

を得ることが必要であり、日ごろから医師会等と情報提供や意見交換を行うな 

ど、連携を取れる関係を構築することが重要です。 

市町村においては、データヘルス計画に基づき行う生活習慣病の発症予防と 

重症化予防を着実に推進することが必要です。 

 

（１）一次予防対策 

肥満は、がんや循環器疾患、糖尿病等の多くの生活習慣病と関連があり、食 

生活や身体活動の生活習慣の改善により適正体重を維持し、健康を増進するこ 

とが重要です。 

また、適切な量と質を確保した食生活の実践等による適正体重の維持や日常 

における年間を通じた運動量の確保や運動習慣の定着のための対策のほか、運 

動の必要性や効果、具体的な運動方法などについて、情報提供を積極的に行う 

などの取組が実施されるよう、道では次のとおり支援を行います。 

ア 北海道国保連合会による保健推進員に対する研修会の実施を支援するほ 

か、北海道版食事バランスガイドを活用してバランスの取れた食事の普及 

啓発の取組を進めます。 

イ 運動については、市町村等と連携して、その必要性とともに、歩行や体  

操、冬期でも気軽にできるノルディックウォーキング＊などの普及啓発の 

取組を進めます。 

ウ 高齢者に関しては、インフルエンザや肺炎に罹患することで症状が重篤 

 化する可能性が高いことから、予防接種を受けることが重要であり、予防 

接種が進むよう普及啓発や市町村における実施に関する支援を行います。 

 

（２）二次予防対策 

健診によって異常が認められる場合には、速やかに医療機関への受診が必 

要な場合があります。被保険者に対する受診勧奨を円滑に行うため、市町村 

においては、健診結果を分かりやすくする工夫を行ったり、健診結果を個別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○文言修正 
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に説明するなどの保健指導や早期治療につながる対応が必要であることか 

ら、市町村の取組の促進を支援します。 

 

（３）三次予防対策 

高血圧や脂質異常症、糖尿病等生活習慣病に罹患した場合は、継続的・定 

期的に医療機関を受診し、適切な医療を受けることはもちろんのこと、日ご 

ろから自らの健康状態を把握することで、自己の疾病の重症化予防を図るこ 

とが重要です。 

道においては、市町村における取組が円滑に実施できるよう策定した「糖 

尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、市町村や保険者における取組 

を支援していくほか、市町村の取組状況を情報共有したり、医師会等関係団 

体とも連携するなど、市町村の取組に対する協力体制を構築します。 

 

４ たばこ対策 

 

喫煙は「病気の原因の中で予防できる最大かつ単一のもの（世界保健機構： 

ＷＨＯ）」とされているように、肺がんをはじめとする多くのがん（悪性新生 

物）や虚血性心疾患、脳卒中などの循環器疾患、さらには、死亡のリスクを高 

める危険因子となっています。特に肺がんについては、本道の国保では、がん 

の中でも医療費の占める割合が最も高くなっています。 

また、たばこによる健康被害は、喫煙者ばかりでなく、その環境下で育つ子 

どもたちや非喫煙者にも受動喫煙という形で及ぶことから、分煙に対する取組 

も重要です。 

国においては、望まない受動喫煙をなくすことを目指し平成 30年に健康増進 

法を改正（段階施行）し多数の者が利用する施設の原則施設内禁煙を義務化、 

道においても受動喫煙ゼロの実現を目指し、道関係者の役割等を示した「北海 

道受動喫煙防止条例」を制定し、受動喫煙防止対策を推進しています。 

 

５ 歯と口腔の健康づくり 

 

に説明するなどの保健指導や早期治療につながる対応が必要であることか 

ら、市町村の取組の促進を支援します。 

 

（３）三次予防対策 

高血圧や脂質異常症、糖尿病等生活習慣病に罹患した場合は、継続的・定 

期的に医療機関を受診し、適切な医療を受けることはもちろんのこと、日ご 

ろから自らの健康状態を把握することで、自己の疾病の重症化予防を図るこ 

とが重要です。 

道においては、市町村における取組が円滑に実施できるよう「糖尿病性腎 

症重症化予防プログラム」を策定したほか、市町村の取組状況を情報共有し 

たり、医師会等関係団体とも連携するなど、市町村の取組に対する協力体制 

を構築します。 

 

４ たばこ対策 

 

がんや循環器疾患等における生活習慣病の発症予防のためには、最大の危険 

因子の一つである喫煙による健康被害を回避することが重要です。 

たばこは、喫煙者の健康被害ばかりでなく、その環境下で育つ子どもたちを 

はじめとする非喫煙者にも受動喫煙という形で健康に悪影響を及ぼすことか 

ら、受動喫煙を防止する取組も必要です。 

道においては、北海道健康増進計画「すこやか北海道２１」に基づき、市町 

村と連携しながら次の取組を推進します。 

 ・喫煙が及ぼす健康への影響についての普及啓発の推進 

 ・たばこをやめたい人に対するサポート体制の充実 

 ・未成年者の喫煙防止 

 ・妊産婦の喫煙防止と女性の喫煙率低下 

 ・官公庁施設、飲食店その他の多くの人が利用する施設での受動喫煙防止 

 

５ 歯と口腔の健康づくり 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○文言修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画及
び北海道歯科保健医療推進計
画との調和に伴う修正 
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「北海道歯・口腔の健康づくり 8020推進条例」に基づき策定した「北海道歯 

科保健医療推進計画」により、生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する次 

の施策について取組を進めるとともに、市町村における取組を支援します。 

・保育所・学校等において永久歯のむし歯予防に効果的なフッ化物洗口を推進 

するため、市町村・市町村教育委員会等へ支援の実施  

・歯周病等の予防に向け、歯科健診・保健指導を受ける機会を確保するため、 

定期的な歯科健診・適切な保健指導実施や取組事例及び具体的な導入方法等 

について、地域や職域の保健関係者に対して普及啓発 

・高齢期の歯科保健医療の推進に向け、口腔機能の維持、向上を図るため、オ 

ーラルフレイル＊等の口腔機能に関する知識の普及啓発、食支援や口腔機能 

訓練等に係る歯科保健指導等に関する取組の推進 

・在宅歯科医療を推進するため、要介護高齢者等の介護者（家族、介護事業所 

職員等）からの相談窓口となる在宅歯科医療連携室の運営の充実、医師や看 

護師、介護職等の多職種との連携の促進 

・障がい者への歯科保健医療サービスの充実のため、障がい者歯科医療協力 

医・協力歯科衛生士と連携し、歯科健診や保健指導等を実施、かかりつけ歯 

科医の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯・口腔の健康は、食事や会話に大きく影響することはもちろん、生涯を通 

じて、質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしていることか 

ら、すべての国民が生涯にわたって自分の歯を 20本以上保つことをスローガン 

とした「8020（ハチマルニイマル）運動」が展開されています。 

第２章で示したとおり、すべての二次医療圏域において、歯科疾患にかかる 

レセプトの件数が上位を占めており、歯と口腔の健康づくりが重要な課題とな 

っています。 

このため、市町村では、保育所・学校等において永久歯のむし歯予防効果の 

高いフッ化物洗口を推進していますが、道としても、市町村に対する実施手順 

の提示や、市町村が学校等で実施する実技研修に対する助言など、必要な支援 

を行います。 

また、歯周病予防に向け、成人が歯科健診・保健指導を利用できる機会を確 

保することが重要であることから、道では、「標準的な成人歯科健診プログ 

ラム・保健指導マニュアル」（生活歯援プログラム＊）に基づく、保健指導に 

重点を置いた歯科健診のモデル実施と、その取組事例等の情報提供をするほ 

か、道民及び地域保健の関係者に対して、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に 

歯科健診を受診することの重要性を普及啓発します。 

高齢者については、要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で療養 

しながら生活が継続できるよう、在宅歯科医療も含めた体制の充実を図る必要 

があることから、要介護高齢者・認知症高齢者の介護者（家族、介護事業所職 

員等）からの在宅歯科医療に関する申込み及び相談窓口機関となる在宅歯科医 

療連携室を活用し、在宅歯科医療における他職種との連携を促進します。近 

年、歯や口腔の健康への関心度が低下し、歯周病やむし歯を放置したり、滑舌 

の衰え、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品の増加など、ささいな「口 

の衰え」による食欲低下や食事バランス等の悪化が見られる状態として、オー 

ラルフレイルという概念が提唱されました。このオーラルフレイルに対処する 

ため、高齢者が適切な歯科治療や定期的な歯科健診を受けたり、介護予防の取 

組に参加するよう普及啓発します。 

また、二次医療圏ごとに設置されている保健医療福祉圏域連携推進会議など 

を活用して、口腔ケア対策の取組内容に関する情報を共有し、各市町村におけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

次期計画案（新） 現行計画（旧） 主な変更理由 

 

 

６ 重複受診や頻回受診等に係る指導の充実 

 

市町村においては、一つの傷病について同一月内に複数の医療機関を受診す 

るなどの重複受診者や、同一診療科目を頻繁に受診するなどの頻回受診者に対 

し、保健師等が受診内容を分析し、主治医と連携しながら、訪問指導等の取組 

を進めています。 

  電子処方箋の導入状況を踏まえながら、今後も、こうした取組により重複受 

診等の抑制に努めるとともに、適正な受診に向けた意識啓発の必要がありま  

す。その際には、被保険者にとって受診抑制とならないように留意することも 

重要です。 

  道においては、今後も都道府県繰入金を活用し、市町村における重複受診者 

等への訪問指導等の充実に向けた取組の促進を支援するとともに、先進的な事 

例を収集し、情報提供を行います。 

疾病の重症化を予防するため、適切な受診が必要であることはもちろんです 

が、外来診療を行っていない休日や夜間に緊急性のない軽症患者が病院の救急 

外来を自己都合で受診するいわゆる「コンビニ受診」や安易な救急車の利用が 

社会問題化しています。 

 救急車等の救急医療資源には限りがあり、受診や利用が増加すると、本当に 

緊急性の高い患者の命を救うことができなくなることから、こうした事態を防 

止することが必要です。 

 

７ 適正投薬の推進 

 

同じ月に同一薬剤や同様の効能を持つ薬剤を複数の医療機関から処方される 

重複投薬、複数の薬剤を併用する多剤投与、さらにこれらにより、薬物有害事 

象＊につながる問題（ポリファーマシー）について、医療機関等の協力を得な 

がら、被保険者に対する保健指導等により適正投薬を推進する必要がありま 

す。なお、服用する医薬品の組合せによって、重篤な副作用を生じる場合も想 

る取組を支援します。 

 

６ 重複受診や頻回受診等に係る指導の充実 

 

市町村においては、一つの傷病について同一月内に複数の医療機関を受診す 

るなどの重複受診者や、同一診療科目を頻繁に受診するなどの頻回受診者に対 

し、保健師等が受診内容を分析し、主治医と連携しながら、訪問指導等の取組 

を進めています。 

  今後も、こうした取組により重複受診等の抑制に努めるとともに、適正な受 

診に向けた意識啓発の必要があります。その際には、被保険者にとって受診抑 

制とならないように留意することも重要です。 

 

  道においては、今後も都道府県繰入金を活用し、市町村における重複受診者 

等への訪問指導等の充実に向けた取組の促進を支援するとともに、先進的な事 

例を収集し、情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 適正受診及び適正投薬の推進 

 

疾病の重症化を予防するため、適切な受診が必要であることはもちろんです 

が、外来診療を行っていない休日や夜間に緊急性のない軽症患者が病院の救急 

外来を自己都合で受診する行為が社会問題化しています。 

医療機関の救急外来などで、こうした受診が増加すると、真に緊急性の高い 

患者が必要な治療を受けられなくなることから、こうした事態を防止すること 

 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和に伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和に伴う修正 
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定されます。 

道においては、被保険者が「お薬手帳＊」を所持し、受診する医療機関や保 

険薬局において提示することで、服用する医薬品の組合せによる重篤な副作用 

の防止や適切な投薬につながることから、道では関係団体の協力を得ながら被 

保険者に対するお薬手帳の普及啓発に取り組みます。 

なお、現在国において取組を進めている電子処方箋については、令和５年１ 

月から開始され、これから普及していく見込みでありますが、保健医療機関等 

への導入状況を踏まえながら、今後必要に応じて、取組内容を検討してまいり 

ます。 

 

８ 後発医薬品等の使用促進 

 

（１）後発医薬品に切り替えることにより自己負担額が一定額以上安くなる被保 

険者に対し保険者が送付する後発医薬品の自己負担差額通知について、令和 

３年度で７町村が未実施であり、道は北海道国保連合会と連携して後発医薬 

品の数量シェアを把握し、市町村に対し定期的な情報提供を行うほか、未実 

施の町村に対して必要な助言を行います。 

また、道は、差額通知に対する国や道の財政支援や、保険者努力支援制度 

における後発医薬品の使用促進や使用割合の評価等に関する情報提供に努め 

ます。 

なお、後発医薬品について、国は「骨太方針 2021」における、2023年度末 

までにすべての都道府県で数量シェアを 80％以上とする目標を、令和５年度 

に新たに金額ベースで見直すことを検討するとしています。 

 

（２）後発医薬品等の使用促進のためには、医療従事者から被保険者に対する適 

切な情報提供が重要であるため、道においては、保険者協議会等において情 

報共有を図るとともに、関係団体と緊密に連携し、医療関係者等から理解を 

得られるよう啓発資材の配布等に取り組んでいきます。 

 

 

が必要です。 

道においては、被保険者に対し、様々な機会を活用して症状の緊急性に応じ 

て適正な受診についての理解を広めるなど普及啓発に取り組みます。 

また、疾病によって、受診する医療機関が異なる場合がありますが、服用す 

る医薬品の組合せによっては、重篤な副作用を生じる場合も想定されます。 

道においては、被保険者が「お薬手帳＊」を所持し、受診する医療機関や保 

険薬局において提示することで、適切な投薬がなされることにつながることか 

ら、関係団体の協力を得ながら被保険者に対する手帳の普及啓発に取り組みま 

す。 

 

８ 後発医薬品の使用促進 

 

（１）第１節の５で示したとおり、後発医薬品差額通知が実施されていない市町 

村があることから、道内国保被保険者の後発医薬品の使用割合を把握し、市 

町村に対して使用割合の定期的な情報提供を実施する必要があります。 

道においては、国の目標達成に向けた取組を推進するため、北海道国保連 

合会と連携し、後発医薬品の数量シェアを把握し、市町村に対し定期的に情 

報提供する取組を行うとともに、後発医薬品差額通知が未実施である市町村 

に対しては、個別に働きかけるなど、全市町村での実施に向けて必要な助言 

を行い、後発医薬品の使用促進に重点的に取り組みます。 

 

 

 

 

（２）後発医薬品の使用促進のためには、医師や薬剤師など医療関係者の間で、 

後発医薬品に関する品質や安定供給、情報提供体制等について、十分な信頼 

関係を構築することが不可欠です。 

道においては、後発医薬品の普及について、医療関係者等から理解を得ら 

れるよう関係団体と緊密に連携して取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和に伴う修正 
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第３節 医療費適正化計画との関係 

 

１ 北海道医療費適正化計画との調和 

 

第４期北海道医療費適正化計画（令和６年度～令和 11年度）に定める取組と 

の調和を図ります。 

道及び市町村は、特定健診及び特定保健指導の推進、後発医薬品等の利用、 

 差額通知の促進、訪問指導の充実による重複・頻回受診者への指導、レセプト 

 等の点検の充実強化など、地域の実情を踏まえた医療費適正化対策を推進しま 

す。 

 

第７章 事務の広域的及び効率的な運営の推進                  

 

第１節 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組 

 

１ 国庫負担金等の申請及び実績報告の効率化 

 

国庫負担金等の申請及び実績報告については、道が申請者となりますが、申 

請に必要な基礎数値等については、市町村において作成が必要であるため、道 

と市町村の役割分担の見直しや北海道国保連合会との連携などにより、できる 

限り市町村事務の効率化を推進します。 

 

２ 基準の統一化を検討する必要がある事務の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 医療費適正化計画との関係 

 

１ 北海道医療費適正化計画との整合性 

 

第３期北海道医療費適正化計画（平成 30年度～令和５年度）に定める取組と 

の整合を図ります。 

道及び市町村は、特定健診及び特定保健指導の推進、後発医薬品の利用、差 

額通知の促進、訪問指導の充実による重複・頻回受診者への指導、レセプト等 

の点検の充実強化など、地域の実情を踏まえた医療費適正化対策を推進しま 

す。 

 

第７章 事務の広域的及び効率的な運営の推進                  

 

第１節 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組 

 

１ 国庫負担金等の申請及び実績報告の効率化 

 

国庫負担金等の申請及び実績報告については、道が申請者となりますが、申 

請に必要な基礎数値等については、市町村において作成が必要であるため、道 

と市町村の役割分担の見直しや北海道国保連合会との連携などにより、できる 

限り市町村事務の効率化を推進します。 

 

２ 基準の統一化を検討する必要がある事務の取扱い 

 

（１）届出遅滞に係る遡及給付 

被保険者は、国保資格が発生した日から 14日以内に資格取得の届出を行う 

必要がありますが、届出が遅れた場合、保険者は、届出が遅れたことにやむ 

を得ない理由があるか否かを確認し、やむを得ないと判断した場合、資格取 

得日まで遡及して療養費を支給することができることとされています。 

これまでやむを得ない理由の判断基準については、市町村によって差異が 

 
 
 
 
○時点修正 
○北海道医療費適正化計画と
の調和による修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国通知の発出により判断基
準が示されたことから削除 
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（１）保険料（税）の減免 

保険料（税）の減免については、市町村において国民健康保険料（税）の 

条例の定めるところにより、それぞれの地域事情を踏まえた減免基準を設け 

て運用しています。 

全道での取組及び費用の共通化の枠組をつくるため、現在の市町村におけ 

る運用に十分配慮しながら、基準の統一化を進めます。 

 

（２）一部負担金＊の減免 

一部負担金の減免については、市町村において国の通知（昭和 34年３月 

30日付け保発第 21号厚生省保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免 

並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについて」）等に基づき、それ 

ぞれの地域事情を踏まえた減免基準を設けて運用しています。 

全道での取組及び費用の共通化の枠組をつくるため、市町村連携会議を通 

じて協議した結果、令和２年 12月に「国民健康保険一部負担金減免等実施要 

綱」例を示したところです。今後現在の市町村における運用に十分配慮つ 

つ、２号交付金の在り方の検討を含め、基準の統一化を進めていきます。 

 

（３）高額療養費等の支給に係る申請の勧奨 

高額療養費の支給勧奨については、被保険者へのサービス向上や道内市町 

村間異動の際の多数回該当の円滑な引継ぎを行う目的であるが、市町村間で 

実施体制に差があることから、道では、未実施市町村の解消に向けて取組を 

進めます。 

 

 

 

 

見受けられることから、各市町村が一定の基準に従って届出遅滞の理由を確 

認し、療養費の遡及給付を適切に行うことができるよう、市町村支援を行い 

ます。 

 

（２）保険料（税）の減免 

保険料（税）の減免については、市町村において国民健康保険料（税）の 

条例の定めるところにより、それぞれの地域事情を踏まえた減免基準を設け 

て運用しています。 

全道での取組及び費用の共通化の枠組をつくるため、現在の市町村におけ 

る運用に十分配慮しながら、事務の標準化を進めます。 

 

（３）一部負担金＊の減免 

一部負担金の減免については、市町村において国の通知（昭和 34年３月 

30日付け保発第 21号厚生省保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免 

並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについて」）等に基づき、それ 

ぞれの地域事情を踏まえた減免基準を設けて運用しています。 

全道での取組及び費用の共通化の枠組をつくるため、現在の市町村におけ 

る運用に十分配慮しながら、事務の標準化を進めます。 

 

 

 

（４）高額療養費等の支給に係る申請の勧奨 

高額療養費の支給勧奨については、被保険者へのサービス向上や道内市町 

村間異動の際の多数回該当の円滑な引継ぎを行う目的であるが、市町村間で 

実施体制に差があることから、道では、未実施市町村の解消に向けて取組を 

進めます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
 
 
 
 
 
 
 
 
○市町村意見及び下記
「（３）一部負担金＊の減免 
と整合性を合わせ修正 
 
○付番の調整 
 
 
 
 
 
 
 
 
○一部負担金減免の標準例を
作成したことを踏まえ修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
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   表 30 高額療養費の支給勧奨の実施状況（R4年 4月 1日現在）    

 

 

（４）高額療養費支給申請手続きの簡素化 

被保険者に対する高額療養費の支給申請手続きの簡素化については、国保 

の被保険者へのサービス向上や市町村職員の事務負担の軽減を図る観点か 

ら、市町村において申請手続きの簡素化が行われるよう取組を進めます。 

 

 

３ 市町村事務処理標準システム及び事務処理マニュアルを活用した事務の効率

化・標準化・広域化・適正化 

 

市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進するためには、市町村が 

使用する事務処理システムの適正化も重要です。 

その際には、市町村事務処理標準システムを各市町村が活用することによ 

り、効果的に事務処理のバラつきの標準化が進められるとともに、中長期的な 

費用の効率化が見込まれます。 

道としては、サーバー等の機器を共同利用するクラウド環境の活用により、 

市町村における設備の準備・管理費用やシステム改修に係る費用の縮減、セキ 

ュリティ対策の向上を図るなど、市町村におけるシステム導入を支援します。 

また、平成 30年度から、市町村から道への納付金の納付、道から市町村への 

保険給付費等交付金の支払い、高額療養費の多数回該当の引継ぎなどの新たな 

事務が発生するとともに、国庫負担金申請事務等の大きな変更があったため、 

事務処理マニュアルを作成しました。 

このマニュアルは、道、市町村及び北海道国保連合会等が円滑に事務を処理 

できるよう、適宜、見直しを行います。 

 なお、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第 40 

号。）により、地方公共団体の基幹業務システム＊が、令和７年度（2025年 

   表 31 高額療養費の支給勧奨の実施状況（H31年 4月 1日現在）    

 

 

（５）高額療養費支給申請手続きの簡素化 

70歳以上の被保険者に対する高額療養費の支給申請手続きの簡素化につい 

ては、国保の被保険者へのサービス向上や市町村職員の事務負担の軽減を図 

る観点から、市町村において申請手続きの簡素化が行われるよう取組を進め 

ます。 

 

３ 市町村事務処理標準システム及び事務処理マニュアルを活用した事務の効率

化・標準化・広域化・適正化 

 

市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進するためには、市町村が 

使用する事務処理システムの適正化も重要です。 

その際には、市町村事務処理標準システムを各市町村が活用することによ 

り、効果的に事務処理のバラつきの標準化が進められるとともに、中長期的な 

費用の効率化が見込まれます。 

道としては、サーバー等の機器を共同利用するクラウド環境の活用により、 

市町村における設備の準備・管理費用やシステム改修に係る費用の縮減、セキ 

ュリティ対策の向上を図るなど、市町村におけるシステム導入を支援します。 

また、平成 30年度から、市町村から道への納付金の納付、道から市町村への 

保険給付費等交付金の支払い、高額療養費の多数回該当の引継ぎなどの新たな 

事務が発生するとともに、国庫負担金申請事務等の大きな変更があったため、 

事務処理マニュアルを作成しました。 

このマニュアルは、道、市町村及び北海道国保連合会等が円滑に事務を処理 

できるよう、適宜、見直しを行います。 

 

 

 
○表 30削除に伴い表 30に修
正 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
○年齢に関係なく簡素化する
ことが可能となったため削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○地方公共団体の主要な 20
業務は、令和７年度までに標
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度）までに、ガバメントクラウド＊を活用した標準準拠システムへの移行を目 

指すこととされたことから、移行に向けた情報を適宜提供します。 

 

４ その他 

 

（１）国保事業の広域化 

国保事業を広域化することにより、事務の共同処理による人件費や事務経 

費の削減が進められるとともに、保険者としての財政規模が拡大し、財政運 

営が安定化するなどのメリットがあります。 

現在、道内においては、空知中部広域連合、大雪地区広域連合、後志広域 

連合の３保険者により広域的な国保事業運営が行われており、道としては、 

これまでも国保事業の広域化に当たっては、関係市町村間の調整を行うほ 

か、道特別交付金による支援を行ってきており、今後とも、新たな国保事業 

運営の広域化への取組や既存の広域連合への支援を行います。 

 

（２）収納対策の共同実施 

一市町村で収納対策を行うことが困難な場合は、滞納処分を専門に行う一 

部事務組合や広域連合など徴収組織の広域化が効果的であり、現在、道内に 

おいて６か所で広域的な徴収組織が運営されています。 

道としては、これまでも、広域的な徴収組織の設立に当たっては、関係市 

町村間の調整を行うほか、道特別交付金による支援を行ってきており、今後 

とも、新たな組織の設立や既存の組織の運営支援を行います。 

 

    ［広域的な徴収組織］ 

   １ 渡島・檜山地方税滞納整理機構 

   ２ 後志広域連合 

   ３ 日高管内地方税滞納整理機構 

   ４ 十勝圏複合事務組合十勝市町村税滞納整理機構 

   ５ 釧路・根室広域地方税滞納整理機構 

   ６ 上川広域滞納整理機構 

 

 

 

４ その他 

 

（１）国保事業の広域化 

国保事業を広域化することにより、事務の共同処理による人件費や事務経 

費の削減が進められるとともに、保険者としての財政規模が拡大し、財政運 

営が安定化するなどのメリットがあります。 

現在、道内においては、空知中部広域連合、大雪地区広域連合、後志広域 

連合の３保険者により広域的な国保事業運営が行われており、道としては、 

これまでも国保事業の広域化に当たっては、関係市町村間の調整を行うほ 

か、道特別交付金による支援を行ってきており、今後とも、新たな国保事業 

運営の広域化への取組や既存の広域連合への支援を行います。 

 

（２）収納対策の共同実施 

一市町村で収納対策を行うことが困難な場合は、滞納処分を専門に行う一 

部事務組合や広域連合など徴収組織の広域化が効果的であり、現在、道内に 

おいて６か所で広域的な徴収組織が運営されています。 

道としては、これまでも、広域的な徴収組織の設立に当たっては、関係市 

町村間の調整を行うほか、道特別交付金による支援を行ってきており、今後 

とも、新たな組織の設立や既存の組織の運営支援を行います。 

 

    ［広域的な徴収組織］ 

   １ 渡島・檜山地方税滞納整理機構 

   ２ 後志広域連合 

   ３ 日高管内地方税滞納整理機構 

   ４ 十勝圏複合事務組合十勝市町村税滞納整理機構 

   ５ 釧路・根室広域地方税滞納整理機構 

   ６ 上川広域滞納整理機構 

準仕様書に適合したシステム
を導入する必要があるため記
載 
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（３）医療費適正化・保健事業の共同実施 

市町村における特定健診の受診率向上のため、道は、北海道保険者協議会 

や北海道国保連合会と連携し、広報や普及啓発に取り組むとともに、市町村 

が実施する特定健診やがん検診にかかる広報など、被用者保険と連携した共 

同実施が可能な対策を検討し取組を進めます。 

国保データベースシステムによる健診・医療情報などを活用するととも 

に、各保険者が実施している医療費適正化や保健事業の取組状況について随 

時情報共有を行うなどして、市町村及び北海道国保連合会における保健事業 

の運営が健全に行われるよう、必要な助言及び支援を行います。 

後発医薬品等の使用に当たっては、医療従事者による被保険者への適切な 

  情報提供が重要であるため、関係団体を通じ、医療機関への理解促進と協力 

  依頼を行います。 

また、上記のほかにも、保険者が共同して実施することが可能な対策を市 

町村と協議しながら検討し、共同実施の取組を推進します。 

 

第８章 保健医療サービス及び福祉サービス等に関する施策との連携        

 

第１節 保健医療サービス及び福祉サービス等との連携 

 

道は、国保の財政運営の責任主体としての役割とともに、市町村事務の広域的

かつ効率的な実施の確保、健全な運営についても中心的な役割を担うことから、

医療をはじめ、保健福祉全般に配慮した施策を推進する必要があります。 

このような観点から、市町村における地域包括ケアシステム＊の構築に向けた

取組の重要性に留意した上で、国保部門と保健医療・福祉に関する施策その他の

関連施策との連携に関する取組を進めます。 

 

１ 国保データベースシステム等情報基盤の活用 

 

道は、国保データベースシステム等の健診・医療に係る情報基盤を活用し、 

 

（３）医療費適正化・保健事業の共同実施 

市町村における特定健診の受診率向上のため、道は、北海道保険者協議会 

や北海道国保連合会と連携し、広報や普及啓発に取り組むとともに、市町村 

が実施する特定健診やがん検診にかかる広報など、被用者保険と連携した共 

同実施が可能な対策を検討し取組を進めます。 

国保データベースシステムによる健診・医療情報などを活用するととも 

に、各保険者が実施している医療費適正化や保健事業の取組状況について随 

時情報共有を行うなどして、市町村及び北海道国保連合会における保健事業 

の運営が健全に行われるよう、必要な助言及び支援を行います。 

後発医薬品の使用に当たっては、医療従事者による被保険者への適切な情 

報提供が重要であるため、関係団体を通じ、医療機関への理解促進と協力依 

頼を行います。 

また、上記のほかにも、保険者が共同して実施することが可能な対策を市 

町村と協議しながら検討し、共同実施の取組を推進します。 

 

第８章 保健医療サービス及び福祉サービス等に関する施策との連携        

 

第１節 保健医療サービス及び福祉サービス等との連携 

 

道は、国保の財政運営の責任主体としての役割とともに、市町村事務の広域的

かつ効率的な実施の確保、健全な運営についても中心的な役割を担うことから、

医療をはじめ、保健福祉全般に配慮した施策を推進する必要があります。 

このような観点から、市町村における地域包括ケアシステム＊の構築に向けた

取組の重要性に留意した上で、国保部門と保健医療・福祉に関する施策その他の

関連施策との連携に関する取組を進めます。 

 

１ 国保データベースシステム等情報基盤の活用 

 

道は、国保データベースシステム等の健診・医療に係る情報基盤を活用し、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○北海道医療費適正化計画と
の調和による修正 
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市町村及び北海道国保連合会における保健事業の運営が健全に行われるよう、 

必要な助言や支援を行うとともに、新たに構築した健康・医療情報データベー 

スを活用し、市町村が効果的・効率的な保健事業に取り組めるよう、北海道国 

保連合会と連携して支援を行います。 

 

 

 

２ 保健医療と福祉サービスに関する施策等の連携 

 

地域包括ケアシステムの構築において、道と市町村は、保健医療と福祉サー 

ビスに関する施策とその他の関連施策との連携がより一層進むよう、取り組み 

ます。 

 

３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

 

高齢者は、複数の慢性疾患の罹患に加え、要介護状態に至る前段階のフレイ 

ル状態になりやすい傾向があります。 

人生 100年時代を見据え、高齢者の健康増進を図り、できる限り健やかに過 

ごせる社会を目指し、運動、口腔、栄養、社会参加など心身の多様な課題にフ 

レイルの段階から早期にかつ、きめ細やかな取組を行うためには、市町村にお 

ける保健事業と介護予防などの一体的な実施が大変重要です。 

市町村が行う国民健康保険保健事業と後期高齢者保健事業や保健事業と介護 

保険の地域支援事業等との一体的実施など、関係施策の連携が着実に進むよう 

支援を行います。 

 

①関係部局や関係機関と連携して、市町村等に対して専門的見地等から支援を 

行います。 

②本事業に係る好事例の横展開を進めます。 

③北海道後期高齢者医療広域連合とともに事業の取組結果に対する評価や効果 

的な取組の分析等を行います。 

市町村及び北海道国保連合会における保健事業の運営が健全に行われるよう、

必要な助言や支援を行います。 

また、道国保ヘルスアップ支援事業として、国保、後期高齢者医療、介護保 

険、被用者保険を含めた各市町村の地域実態の根拠となる健診・医療情報デー 

タベースを構築して、市町村が効果的・効率的な保健事業に取り組めるよう、 

データ分析や活用方法等を確立します。 

 

２ 保健医療と福祉サービスに関する施策等の連携 

 

地域包括ケアシステムの構築において、道と市町村は、保健医療と福祉サー 

ビスに関する施策とその他の関連施策との連携がより一層進むよう、取り組み 

ます。 

 

３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

 

高齢者は、複数の慢性疾患の罹患に加え、要介護状態に至る前段階のフレイ 

ル状態になりやすい傾向があります。 

人生 100年時代を見据え、高齢者の健康増進を図り、できる限り健やかに過 

ごせる社会を目指し、運動、口腔、栄養、社会参加など心身の多様な課題にフ 

レイルの段階から早期にかつ、きめ細やかな取組を行うためには、市町村にお 

ける保健事業と介護予防などの一体的な実施が大変重要です。 

市町村が行う国民健康保険保健事業と後期高齢者保健事業や保健事業と介護 

保険の地域支援事業等との一体的実施など、関係施策の連携が着実に進むよう 

支援を行います。 

 

①関係部局や関係機関と連携して、市町村等に対して専門的見地等から支援を 

行います。 

②本事業に係る好事例の横展開を進めます。 

③北海道後期高齢者医療広域連合とともに事業の取組結果に対する評価や効果 

的な取組の分析等を行います。 

 
 
○健康・医療情報データベー
スの構築・活用に伴う修正 
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④必要に応じて、三師会等の医療関係団体等に技術的な援助等を依頼します。 

 

第２節 他計画との整合性 

 

道は広域的な保険者として、運営方針と、道の「高齢者保健福祉計画・介護保

険事業支援計画」、「医療計画」、「障がい福祉計画」、「健康増進計画」等を

連携させることにより、関連する保健・医療・福祉サービスを総合的に推進しま

す。 

 

第９章 北海道の国保の健全な運営                         

 

第１節 北海道国民健康保険市町村連携会議の設置 

 

運営方針に基づき、国保制度を安定的に運営していくためには、道と市町村及

び北海道国保連合会の協力と連携が大変重要であり、それぞれが適切な役割分担

の下、対等な立場で協議を行う場が必要です。 

このため、「北海道国民健康保険市町村連携会議」を関係者間の意見交換や協

議を行う場とします。 

 

第２節 運営方針の見直し等 

 

運営方針は、３年ごとに検証して見直しを行うこととしますが、その検証等に

当たっては、道及び市町村、北海道国保連合会等の関係機関の協議による合意形

成が重要であることから、次のような手順で進めます。 

なお、それ以前に見直しが必要な場合には、この手順を基に見直しを行いま

す。 

 

 

 

 

④必要に応じて、三師会等の医療関係団体等に技術的な援助等を依頼します。 

 

第２節 他計画との整合性 

 

道は広域的な保険者として、運営方針と、道の「高齢者保健福祉計画・介護保

険事業支援計画」、「医療計画」、「障がい福祉計画」、「健康増進計画」等を

連携させることにより、関連する保健・医療・福祉サービスを総合的に推進しま

す。 

 

第９章 北海道の国保の健全な運営                         

 

第１節 北海道国民健康保険市町村連携会議の設置 

 

運営方針に基づき、国保制度を安定的に運営していくためには、道と市町村及

び北海道国保連合会の協力と連携が大変重要であり、それぞれが適切な役割分担

の下、対等な立場で協議を行う場が必要です。 

このため、「北海道国民健康保険市町村連携会議」を関係者間の意見交換や協

議を行う場とします。 

 

第２節 運営方針の見直し等 

 

運営方針は、３年ごとに検証して見直しを行うこととしますが、その検証等に

当たっては、道及び市町村、北海道国保連合会等の関係機関の協議による合意形

成が重要であることから、次のような手順で進めます。 

なお、それ以前に見直しが必要な場合には、この手順を基に見直しを行いま

す。 
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【運営方針の見直し手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運営方針の見直し手順】 
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【参照条文】 

国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号） 

 

第六十五条 

４ 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医

療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収

納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことがで

きる。 

 

第七十五条の三 

 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市

町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を

適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市

町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項（第五十二条第六項、第五十二

条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定によ

り行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つ

た請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報（当該市町

村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託

した場合（次条において「事務委託の場合」という。）にあつては、当該委託さ

れた事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含

む。）の提供を求めることができる。 

 

第七十五条の四 

 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法

令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付

して、当該市町村（事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険

団体連合会又は支払基金を含む。）に対し、当該市町村による保険給付について

再度の審査を求めることができる。 

２ 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は、前項の規定による

再度の審査の求め（以下「再審査の求め」という。）を受けたときは、当該再審

【参照条文】 

改正後の国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号） 

 

第六十五条 

４ 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医

療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収

納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことがで

きる。 

 

第七十五条の三 

 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市

町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を

適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市

町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項（第五十二条第六項、第五十二

条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定によ

り行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つ

た請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報（当該市町

村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託

した場合（次条において「事務委託の場合」という。）にあつては、当該委託さ

れた事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含

む。）の提供を求めることができる。 

 

第七十五条の四 

 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法

令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付

して、当該市町村（事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険

団体連合会又は支払基金を含む。）に対し、当該市町村による保険給付について

再度の審査を求めることができる。 

２ 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は、前項の規定による

再度の審査の求め（以下「再審査の求め」という。）を受けたときは、当該再審

 
○時点更新 
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査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に

報告しなければならない。 

 

第七十五条の五 

 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の

求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付

がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めると

き（当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険

診療報酬審査委員会（第四十五条第六項の規定により国民健康保険団体連合会が

診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

（以下「指定法人」という。）に委託した場合において、当該診療報酬請求書の

審査を行う者を含む。）又は社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項に規定

する審査委員会若しくは同法第二十一条第一項に規定する特別審査委員会におい

て行われたときを除く。）は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部

を取り消すべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該

市町村の意見を聴かなければならない。 

 

第七十五条の六 

 都道府県は、前条第一項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべき

ことを勧告したにもかかわらず、当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは、

国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり、政令で定めるところにより、

国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付（当該勧告に係る部分に

限る。）に相当する額を減額することができる。 

 

（国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務） 

第七十五条の七 

 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業

に要する費用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに

査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に

報告しなければならない。 

 

第七十五条の五 

 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の

求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付

がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めると

き（当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険

診療報酬審査委員会（第四十五条第六項の規定により国民健康保険団体連合会が

診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

（以下「指定法人」という。）に委託した場合において、当該診療報酬請求書の

審査を行う者を含む。）又は社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項に規定

する審査委員会若しくは同法第二十一条第一項に規定する特別審査委員会におい

て行われたときを除く。）は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部

を取り消すべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該

市町村の意見を聴かなければならない。 

 

第七十五条の六 

 都道府県は、前条第一項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべき

ことを勧告したにもかかわらず、当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは、

国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり、政令で定めるところにより、

国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付（当該勧告に係る部分に

限る。）に相当する額を減額することができる。 

 

（国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務） 

第七十五条の七 

 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業

に要する費用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の
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流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。）に充てるため、政令で

定めるところにより、条例で、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までを

いう。以下同じ。）ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費

納付金を徴収するものとする。 

２ 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。 

 

（都道府県国民健康保険運営方針） 

第八十二条の二 

 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都

道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るた

め、おおむね六年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険

事業の運営に関する方針（以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。）を

定めるものとする。 

２ 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

 一 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

 二 当該都道府県内の市町村における保険料(税)の標準的な算定方法及びその

水準の平準化に関する事項 

 三 当該都道府県内の市町村における保険料(税)の徴収の適正な実施に関する

事項 

 四 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項 

 五 都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の 

保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要 

と認める事項 

六 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の 

推進に関する事項 

３ 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、お

おむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

  

 

納付に要する費用を含む。）に充てるため、政令で定めるところにより、条例

で、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。）ごと

に、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものと

する。 

２ 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。 

 

（都道府県国民健康保険運営方針） 

第八十二条の二 

 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都

道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るた

め、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方

針（以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。）を定めるものとする。 

２ 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

 

 一 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

 二 当該都道府県内の市町村における保険料(税)の標準的な算定方法に関する

事項 

 三 当該都道府県内の市町村における保険料(税)の徴収の適正な実施に関する

事項 

 四 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項 

 

 

 

 

 

３ 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、お

おむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


